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第 １ ０ ５ 号 議 案  

 

 

令 和 ５ 年 度 江 戸 川 区 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  

 

 

令 和 ５ 年 度 江 戸 川 区 の 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算（ 第 ２ 号 ）は 、次 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  ４ １ ,３ ０ ０ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入

歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  １ ６ ,１ ０ ８ ,７ ２ ４ 千 円 と す る 。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入

歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。  

（ 債 務 負 担 行 為 ）  

第 ２ 条  地 方 自 治 法 第 ２ １ ４ 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 が で き る 事 項 、期 間

及 び 限 度 額 は 、 「 第 ２ 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。  

 

 

令 和 ５ 年 １ １ 月 ２ １ 日 提 出  

 

江  戸  川  区  長   斉  藤   猛  
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98,523 7,098,523

歳　　　入　　　合　　　計 16,067,424 41,300 16,108,724

歳　　出 （単位：千円）
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額 計
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千円

高額療養費支給申請入力業務等 令和５年度から

委託 １９,７４５

令和６年度まで

後期高齢者医療保険料額決定（ 令和５年度から

変更）通知書等作成等委託 ２０,００３

令和６年度まで
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第　２　表　　債　務　負　担　行　為

事 項 期 間 限 度 額


